
都市計画マスタープラン

将来像

体制図

検討体制

☑市民等の意見の反映
・現行計画策定後、各種事業や取組における市民とのワークショップ等による意見を踏まえながら
改定作業を行うとともに、できるだけ幅広い層にアプローチできる手法で意見聴取を行う。

☑有識者等の意見の反映
・都市計画審議会、常務委員会での議論やヒアリングを通して、専門的な見地から意見聴取を行う。

☑庁内での連携
・連絡協議会での議論、ヒアリングを通して、関連計画や施策の状況を反映していく。

〇市民アンケート（済）

・無作為抽出3000人の

市民への意向調査

都市づくりプラン

地域別構想

都市構造

都市づくり
戦略

人と暮らし
を支える

人 暮らし

都市計画
都市整備

資料２-２

立地適正化計画

市民等

庁内

有識者等

防災指針

誘導区域・施設・施策

一体的な
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〇タウンミーティング

・地域単位（４か所程度）

・地域住民の意見聴取

（予定）

〇総合計画ワークショップ

・公募市民を対象

・まちの将来等に関する

意見聴取（予定）

〇関係課ヒアリング

・関連計画、施策の所管

課を中心に実施

〇庁内連絡協議会

・関係課課長級で構成

〇都市計画審議会

・審議会での議論のほか

常務委員会で詳細な議

論を行う。

〇学識者等ヒアリング

・常務委員会の専門委員、

学識者委員を中心に

実施


